
Again市町村アカデミー 講義

Ⅰ．行政法学と行政法

はじめまして、現在広島大学法学部で行政法を
担当しております折橋と申します。専門は行政法
学です。
この時間は、「行政手続法の要点」と題して、行

政法の通則法のなかでも特に重要な実定行政法で
ある行政手続法について、そのポイントを簡単に
お話してまいりたいと思います。
特に、この講義を受講されている方のなかには
法務や総務関連部署に配属されてまだ期間が短い
方も多いと伺っておりますし、大学で行政法とい
う科目を受講したという方も多くはないようです
ので、行政手続法を簡単にそしてより深く理解し
ていただくためにも、まずは行政手続法を考察対
象とする行政法学の入門的なお話を交えて進めて
まいります。

（１）行政法学の主たる関心
一般に法学部で開講される行政法という科目を
提供する行政法学とは何かということですが、私
はおよそ二つの見方を示すようにしております。
一つは、今回こうして市町村アカデミーで講義
を担当しておりますように、公務員養成のための
学問という見方です。行政法学の考察の対象とす
る「行政法」とは、およそ国家と私人の関係を規
律する法令のことです。受講者の皆さんは、日々
の業務において、各種の行政活動において、それ
ぞれの根拠法律や根拠条例に従って執行されてい
ることと思います。当然に原課によって処分の根

拠法令が違うなかで、適法に適切に執行していく
ことが求められるなかにあって、そうした法令を
よりよく理解し運用していくために、国家と私人
の関係を規律する法令に関する基礎的な知識の取
得及び理解があればそれを応用して個別の法令に
対処していくことができます。特に行政法学の基
本的な考え方と行政通則法の理解があれば、法務
や総務に限らず、さまざまな原課で、より円滑に
行政活動に携わることができるのではないでしょ
うか。
そしてもう一つは、行政活動をいかに規律する
か、コントロールするか、これを考究してきた学
問という見方、在り方です。一般的な行政法学の
教科書の説明は、こちらのみのものが多いように
思います。すなわち行政法学の主たる関心は、行
政主体たる国家と行政客体たる私人との関係を法
的に構成し、行政作用に対する法的コントロール
を及ぼすことにある、とする。行政法学の考察対
象とする「行政」について現在の通説的な理解は、
国家三権（＝立法、行政、司法）から立法と司法
を除いて残ったものが行政であるといういわゆる
控除説によって消極的に定義いたします。そして
この行政が権限を濫用する、暴走するといったこ
とがないように、さまざまな原理原則、考え方を
導いてきたのが行政法学といえます。その規律の
方法として、国民や市民の代表からなる議会に
よって制定された法律や条例によって、すなわち
それによって民主的正統性が担保された形の根拠
法令によって、行政による権限行使がなされうる
とするのですね。
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もっとも、行政法学の原始的な関心として、私
人への国家権力の介入を如何に防ぐか、そのよう
な意味で行政法学は防御権の体系という捉え方も
できますが、今日の行政はその活動において給付
等のサービスの提供も積極的に求められるように
なっております。
そして行政の在り方も、具体的なレベルのその
輪郭においても例えば一連の民営化や民間委託の
流れをイメージして頂ければよいのですが、社会
や時代によって変化しうるところであり、あわせ
て根拠法令や関連法令も多種多様にそして数多存
在してまいります。
したがって本講義では、後者の行政活動を如何
に規律するかについての基本的な考え方をごく簡
単にご紹介したうえで、前者の公務員養成のため
の学問としての一側面、要領良く数多ある行政法
を理解して頂くための手助けとなる知識や情報の
提供ができればと考えております。

（２）行政法の３部構成
ちなみに、行政法は一般的に３部構成をとって
扱われます。「一般的に」と申し上げたのは、例え
ば大学の講義科目としても、書店で売られている
教科書においてもという程度の意味です。それは、
行政法を、①行政組織法、②行政作用法、③行政
救済法に分けて扱うもので、およそ、①行政組織
法で「誰が行政活動を行うか」、②行政作用法で
「どのように行政活動を行うか」、③行政救済法で
「私人が違法と思う行政処分の見直し等を求めるに
は」といった３部構成です。本講義で中心に扱う

行政手続法は基本的に行政作用法ですが、最後に
いくつかご紹介する裁判例については行政救済法
の範疇になります。書店等で行政法の教科書を探
される際の参考にして下さい。

Ⅱ．行政通則法の現在

（１）「行政通則法」
行政活動に関する通則法、今日では行政活動に
関して全般に共通するような事項を定めたものを
行政通則法と言うことがあります。行政通則法と
いう法律が一本あるのではなくて、概念ですね。け
れど実務でも、例えば総務省行政管理局には行政
通則法担当の管理官が置かれるなど、行政通則法
という言葉が使われるようになっています。
行政手続法がこの行政通則法の筆頭に挙げられ
るところですが、ほかにも行政通則法と呼びうる
ものがいくつかありますので、ここでは簡単にそ
の紹介をしておきたいと思います。
まず、行政手続に関する通則法として、行政手
続法（平成５年法律88号）があります。もっとも、
同法３条３項により、地方公共団体の機関がする
処分でその根拠規定が条例又は規則に置かれてい
るものなどについては同法２章から６章は適用除
外としていますので、同法46条の地方公共団体に
求められる措置としても、地方公共団体はおよそ
同法並びの内容をそれぞれ行政手続条例において
定めておられることと思います。○○市行政手続
条例などですね。
それから、情報公開に関する通則法もあります
ね。国の法律としては、行政機関情報公開法（平

折橋洋介（おりはし　ようすけ）
◆略歴
2008年　日本学術振興会特別研究員（DC1）東京大学
2010年　総務省行政管理局行政判例等専門官
2013年　広島大学准教授（大学院社会科学研究科法政システム専攻／

法学部）
2018年　同　副学長補佐（キャリア支援担当）※併任
2019年　同　教授（大学院社会科学研究科法政システム専攻／法学部）

同　グローバルキャリアデザインセンター副センター長　
※併任

◆主な著書
•『条解行政不服審査法』小早川光郎・高橋滋編著（弘文堂、2016年、
共著）

•『論点体系判例行政法１』小早川光郎・青栁馨編著（第一法規、2017
年、共著）

•『条解国家賠償法』宇賀克也・小幡純子編著（弘文堂、2019年、共著）

vol.131 33



成11年法律42号）、独立行政法人等情報公開法（平
成13年法律140号）があります。私の所属しており
ます広島大学は国立大学法人ですので、この独立
行政法人等情報公開法の「等」で読まれることに
なっております。広島大学は直接には独立行政法
人等情報公開法の適用を受ける。また多くの地方
公共団体では、○○市情報公開条例などを制定し
ておられるかと思います。
同じ情報関係では個人情報保護に関する通則法
もあります。国の法律としては、民間事業者の責
務についても規定する個人情報保護法（平成15年
法律57号）、通称「基本法」と呼んだりもしますが
こちらのほかに、行政機関個人情報保護法（平成
15年法律58号）、独立行政法人等個人情報保護法
（平成15年法律59号）があります。このうち個人情
報保護法（＝基本法）については、平成28年１月
に個人情報保護委員会という行政機関ができて、
その組織が大きくなりつつありますね。
また、行政救済に関する通則法も考えられます。
例えば、行政上の救済手続等について定める行政
不服審査法（平成26年法律68号）は四半世紀以上
ぶりに全部改正されたところです。あくまで行政
に対して処分の見直し等を求めるものですので行
政上の救済ですね。これは総務省が所管していま
す。これに対して、司法上の救済も考えられます。
行政事件訴訟法（昭和37年法律139号）がそれで、
こちらは法務省が所管しています。行政不服審査
法と行政事件訴訟法が処分そのものの見直し（例
えば、取り消しなどですね。）を求めることを主と
しているのに対して、金銭的な賠償を求めたいと
いう場合には、国家賠償法（昭和22年法律125号）
もあります。
ほかにも行政通則法として、例えば、行政上の
義務履行確保について、行政代執行法（昭和23年
法律43号）なども考えられるところです。制度が
あってもなかなか従ってもらえないような場合に
義務をいかに履行してもらうかを考えることにな
りますが、同法自体も定めが簡潔に過ぎるような
ところがあって、運用に際してどのようにすれば
よいのかを迷われることも多かったようです。こ
れについては最近実務的な解説本も複数発行され
ており、行政代執行も今後進むかもしれません。

（２）地方公務員と行政通則法―特に行政手続法
今年３月に東京大学教授から最高裁判事になら
れた宇賀克也先生が自治実務セミナー641号６頁
以下に掲載された「地方公務員と行政法」という
論文のなかで次のように指摘されています。
「個別法分野の法律・条例についての知識は、当
該分野に配属されてからOJTで習得することで足
りるとしても、行政通則法については、配属され
る部署にかかわらず、その基礎的知識は身につけ
ておくべきであろう。」
「地方公務員であれば、だれでも当然に理解して
おくべき行政通則法の筆頭に挙げられるのが、行
政手続法であろう。地方公共団体に対しては、住
民から様々な法律に基づく申請や届出がなされる。
それをいかに処理すべきかの基本ルールを定めて
いるのが行政手続法である。また、法律に基づく
不利益処分を行うときの基本ルールも行政手続法
に定められている。その内容を十分に理解してい
ないと、行政手続法違反を犯すことになり、同法
が制定されてから20年以上が経過した今日におい
ても、そのような例は少なくない。行政手続法に
ついては、すべての地方公務員が、最低限、以下
のことを理解する必要がある。」
として、宇賀先生は５つのポイントを挙げてお
られます。本講義では、そのうちの４つのポイン
トを実際に行政手続法の条文を横において見なが
ら、その内容を確認していきましょう。それでは、
宇賀先生の指摘に戻ります。
「第１に、法律に基づく申請により求められた許
認可等をするかどうかをその法令の定めに従って
判断するために必要とされる基準である審査基準
（２条８号ロ）を処分庁が定める義務を負うこと
（５条１項）、審査基準を定めるに当たっては、許
認可等の性質に照らしてできる限り具体的なもの
としなければならないこと（同条２項）、原則とし
て審査基準を公にしておかなければならないこと
（同条３項）である。いまだに審査基準を公にして
いないことが違法であるとして、訴訟で争われる
例があり、審査基準についての基本的な理解が浸
透していないことが窺われる。」
実際に自治体でお話を伺っておりますと、処分
権限を有する原課で実際に審査基準を定めていな
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いようなところがあるというのを伺うことがあり
ます。行政手続法、法律のレベルでは審査基準は、
定めることも、公にしておくことも義務としてい
るところです。
（第２は省略して、）
「第３に、行政庁は、申請がその事務所に到達し
たときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなけれ
ばならないことである（７条）。申請が到達しても、
「受理」しなければ審査義務が発生せず、「受理」
するか否かは行政庁の裁量に委ねられるという前
提の下で、申請を長期間放置したり、「受理」前の
行政指導により、申請内容を変更させたりする運
用が、国・地方公共団体の双方において広くみら
れた。行政手続法は、かかる運用が、国民の申請
権を形骸化させているという認識の下に、「受理」
概念を否定し、申請の到達主義を明確にした。し
たがって、申請が郵送されてきたり、窓口に置い
ておかれたりして物理的に行政機関の事務所に到
達すれば、その時点で申請の審査義務が発生し、申
請がないものとして扱うことは許されない。しか
し、実際には、この点の理解が十分には浸透して
おらず、到達した申請書を本人の意思に反して返
戻し、申請がされていないものとして扱う運用が
なお少なからずみられる。」
原則として、（受理不受理といった）「受理」概
念は否定されていることは意識しておく必要があ
るでしょう。
「第４に、申請拒否処分を行う場合には、理由提
示義務が生ずる（８条１項）。理由提示の程度につ
いては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規
を適用して拒否処分がされたかを、申請者におい
てその記載自体から了知しうるものでなければな
らず、単に拒否処分の根拠規定を示すだけでは、そ
れによって当該規定の適用の基礎となった事実関
係をも当然知りうるような場合を別として、理由
付記として十分でないとするのが判例（最判昭和
60・１・22民集39巻１号１頁）である。いまだに
根拠条文のみを記載した理由提示が少なくないの
で、判例が要求する理由提示の程度を十分に研修
する必要がある。また、行政手続法施行後は、審
査基準との関係まで理由を示す義務があるとする
裁判例（東京高判平成13・６・14判時1757号51頁）

があり、学説においても、かかる見解が有力なこ
とにも留意する必要がある。」
「理由付記」は特に書面で理由を示す場合を指し、
行政手続法制定前によく使われていた表現ですが、
行政手続法制定後は、実定法である行政手続法が
書面だけでなく口頭によるものも含め「理由の提
示」という表現を用いています。
「第５に、法律に基づく不利益処分を行う場合に
も理由提示義務があるが（14条１項）、この場合に
も、理由提示の程度については、申請拒否処分の
場合と同じ考え方が妥当する。また、処分基準と
の関係についても理由を提示する義務が生ずる場
合があるとする判例（最判平成23・６・７民集65
巻４号2081頁）にも留意する必要がある。」
申請拒否処分時にも、不利益処分時にも、理由
の提示義務があるわけですが、その理由提示の「程
度」がしばしば問題となります。
前述の申請に対する処分における審査基準と、
不利益処分における処分基準は二つ合わせて、比
較しながら覚えていただければよいと思います。審
査基準は定めておくことも公にしておくことも義
務。これに対して、処分基準は定めておくことも、
定めた場合に公にしておくこともどちらも努力義
務ですね。これは、審査基準は、何か許認可を得
ようと考える申請者において、どういった要件を
満たせば審査に通るかといった予見可能性を与え
る意味でも定めて公にしておく必要があると考え
られるわけですが、処分基準は、一般に何かよろ
しくないことをした場合に処分されるものを想像
していただけばよいかと思います。定めておくと、
ひょっとすると処分を受けるぎりぎりまでであれば
悪いことをしてもよいと考える人がいるかもしれな
い、また公にしておくことが適切ではない、といっ
たものも考えられるかもしれません。そこで、処
分基準については、定めることも、公にしておく
ことも努力義務としているところです。本講義では、
この不利益処分の理由提示に関する最判平成23・
６・７民集65巻４号2081頁を、次章で紹介します。

Ⅲ．一級建築士免許取消処分等取消請求事件―理
由の提示

ここでは、最判平成23・６・７・民集65巻４号
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2081頁「一級建築士免許取消処分等取消請求事
件」の判決理由を実際に一緒に読みながら、ポイ
ントを押さえたいと思います。
（ぜひ、お時間のある方は民集掲載の一審から事
実認定等も含めて読んでいただければより理解が
深まると思います。）

（参照条文）
○行政手続法（平成５年法律88号）
第12条　行政庁は、処分基準を定め、かつ、
これを公にしておくよう努めなければなら
ない。

２　行政庁は、処分基準を定めるに当たって
は、不利益処分の性質に照らしてできる限
り具体的なものとしなければならない。

第14条　行政庁は、不利益処分をする場合に
は、その名あて人に対し、同時に、当該不
利益処分の理由を示さなければならない。
（以下、略）

本件は、耐震性能を満たさない建築物を現出さ
せたなどとして、一級建築士免許の取消処分を受
けた方が、その不利益処分手続において建築士法
の処分基準に照らしてどうして免許取消に至った
のか分からない、処分基準の適用関係が示されて
おらず理由の提示を欠く違法な処分であるなどと
して争われた事案です。
実際の判決理由からポイントを抜粋すると次の
ようになります。
（※下記抜粋中「〔１〕」「〔２〕」及び下線は筆者
付加）

〔１〕「行政手続法14条１項本文が、不利益処分を
する場合に同時にその理由を名宛人に示さなけ
ればならないとしているのは、名宛人に直接に
義務を課し又はその権利を制限するという不利
益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合
理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処
分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便
宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、
同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべ
きかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、
当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係

る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、
当該処分の性質及び内容、当該処分の原因とな
る事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定
すべきである。」

〔２〕「この見地に立って建築士法10条１項２号又
は３号による建築士に対する懲戒処分について
見ると、同項２号及び３号の定める処分要件は
いずれも抽象的である上、これらに該当する場
合に同項所定の戒告、１年以内の業務停止又は
免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分
行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築
士に対する上記懲戒処分については、処分内容
の決定に関し、本件処分基準が定められている
ところ、本件処分基準は、意見公募の手続を経
るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で
定められ公にされており、しかも、その内容は、
前記２（４）のとおりであって、多様な事例に
対応すべくかなり複雑なものとなっている。そ
うすると、建築士に対する上記懲戒処分に際し
て同時に示されるべき理由としては、処分の原
因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本
件処分基準の適用関係が示されなければ、処分
の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提
示によって処分要件の該当性に係る理由は知り
得るとしても、いかなる理由に基づいてどのよ
うな処分基準の適用によって当該処分が選択さ
れたのかを知ることは困難であるのが通例であ
ると考えられる。これを本件について見ると、本
件の事実関係等は前記２のとおりであり、本件
免許取消処分は上告人Ｘ１の一級建築士として
の資格を直接はく奪する重大な不利益処分であ
るところ、その処分の理由として、上告人Ｘ１
が、札幌市内の複数の土地を敷地とする建築物
の設計者として、建築基準法令に定める構造基
準に適合しない設計を行い、それにより耐震性
等の不足する構造上危険な建築物を現出させ、
又は構造計算書に偽装が見られる不適切な設計
を行ったという処分の原因となる事実と、建築
士法10条１項２号及び３号という処分の根拠法
条とが示されるのみで、本件処分基準の適用関
係が全く示されておらず、その複雑な処分基準
の下では、上告人Ｘ１において、上記事実及び
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根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係
る理由は相応に知り得るとしても、いかなる理
由に基づいてどのような処分基準の適用によっ
て免許取消処分が選択されたのかを知ることは
できないものといわざるを得ない。このような
本件の事情の下においては、行政手続法14条１
項本文の趣旨に照らし、同項本文の要求する理
由提示としては十分でないといわなければなら
ず、本件免許取消処分は、同項本文の定める理
由提示の要件を欠いた違法な処分であるという
べきであって、取消しを免れないものというべ
きである。」

まず、〔１〕の段落では、不利益処分時の理由提
示について定めた行政手続法14条１項本文の趣旨
について、最高裁の理解を明らかにしています。こ
こでは、理由提示の趣旨として、２つの点を挙げ
ています。それは、①恣意抑制機能と②不服申立
て便宜機能です。恣意抑制機能は処分をする行政
庁に対して、不服申立て便宜機能は被処分者の側
にとって特に重要な機能です。これは、立法者意
思、行政法学の通説的な理解、最高裁の従前の理
解とも合致する理解であると考えられます。
その上で、〔２〕の段落で、本件への当てはめ、
そして結論へと導いています。
ここはぜひ丁寧に読んで頂く必要があります
が、本判決は結論として、当該不利益処分におい
て処分基準の適用関係を示さなければ理由の提示
の要件を欠くというのですが、そもそも不利益処
分における処分基準は定めることも努力義務とさ
れているところです。ですから、最高裁が一般論
として不利益処分に際して必ず処分基準の適用関
係を示す必要があると言っているとすれば、これ
は実務上大変な影響があります。裁判例を読む際
のポイントとして、一つにその射程の問題があり
ます。当該判決はあくまで事例判断を示している
のか、一般論として広く影響力のある判示を行っ
ているのか。本判決については、上記〔２〕のな
かで下線をつけましたが、不利益処分の基準がか
なり複雑であるという事情をかなり重く捉えてあ
くまで事例判断を行っているものと考えられま
す。

最高裁による行政手続法14条１項の不利益処分
の理由提示についての初めての判断であり注目さ
れた事件です。行政手続法の制定から四半世紀が
経ち、処分前のいわゆる事前手続の重要性があら
ためて確認された事件とも言えそうです。普段の
業務のなかでも、個別の制度趣旨を踏まえ、可能
な限り丁寧な理由提示が求められています。

Ⅳ．近時の行政事件あれこれ

人のふり見ての例えではありませんが、他の自
治体でどういったことで争いが生じているかを知
ることは、訴訟を未然に防ぐという意味だけでな
く、行政客体である私人（＝市民）に対する日ご
ろのサービスを的確に向上させるという意義もあ
ると考えて、ここでは５つの裁判例を紹介したい
と思います。いずれも具体的な内容については紙
幅の関係もあり紹介できませんが、他の自治体で
も実際に起こりかねない事件ではないかと思いま
すので、お時間のあるときにぜひ裁判例にあたっ
てみてください。

（１）行政手続に関するもの
①三重県指定通所リバビリテーション事業者指定
取消処分取消請求控訴事件「不利益処分におけ
る理由提示の程度」（名古屋高裁平成25・４・26
判例地方自治374号43頁）
②八王子市と畜場設置許可取消処分取消請求事件
「聴聞手続を欠くという手続上の瑕疵の効果」
（東京地判平成25・２・26判例タイムズ1414号
313頁）
③高梁市行政文書不開示決定処分取消請求事件
「申請に対する処分における理由提示の程度」
（岡山地判平成28・６・15裁判所ウェブサイト）

（２）情報公開に関するもの
④愛知県行政文書不開示決定取消請求控訴事件
「大量開示につき権利濫用に該当するとした事
例」（名古屋高判平成25・10・30判例地方自治
388号36頁）
⑤藤沢市行政文書公開請求一部承諾決定取消等請
求事件「開示請求権と開示の実施の方法」（季報
情報公開・個人情報保護66号13頁）
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